
 

 

監査公表第 ７ 号 

 

   監査結果に基づく措置について 

 

令和６年１月 16日付監査報告第 13号の監査結果報告に基づき、

大牟田市長から措置を講じた旨の通知を受けたので、地方自治法

第 199 条第 14 項の規定により、その結果を公表します。 

 

 

令和６年３月７日 

 

 

          大牟田市監査委員  中 原 修 作 

              同     塩 塚 敏 郎 

              
 



 

 

保 総 第 5 3 5 号 

令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

 

大 牟 田 市 監 査 委 員    中  原  修  作  殿  

同          塩  塚  敏  郎  殿  

 

大 牟 田 市 長    関  好  孝  

（ 保 健 福 祉 部 ）    

 

 

定 期 監 査 の 結 果 に 基 づ く 措 置 に つ い て  

 

令 和 ６ 年 １ 月 16 日 付 、監 査 報 告 第 13 号 で 報 告 が あ り ま し た 個 別 指 摘 事

項 に つ い て 、 次 の と お り 措 置 い た し ま し た の で 報 告 し ま す 。  

 

【 個 別 指 摘 事 項 】  

一般 会計  

 （ 保 健 福 祉 部 ）   

  １ 老 人 福 祉 費 負 担 金                   （ 福 祉 課 ） 

    老 人 福 祉 費 負 担 金 は 、 ① 老 人 ホ ー ム 費 負 担 金 、 ② 老 人 ホ ー ム 費 負

担 金 滞 納 繰 越 分 、 ③ 老 人 ホ ー ム 等 措 置 費 負 担 金 、 ④ 老 人 ホ ー ム 等 措

置 費 負 担 金 滞 納 繰 越 分 の ４ 科 目 で 構 成 さ れ て い る 。  

    今 回 の 定 期 監 査 に お い て 、 以 下 の よ う な 事 例 が 見 受 け ら れ た 。  

   ・ 調 定 は さ れ て い た が 、 納 入 通 知 書 が 未 発 行 と な っ て い た 。  

   ・ 納 入 通 知 書 が 送 付 さ れ ず 、 個 人 フ ァ イ ル に 残 さ れ て い た 。  

・ 令 和 ３ 年 度 に 負 担 金 855 ,578円 が 調 定 さ れ て い な か っ た た め 、 本

来 で あ れ ば 同 額 が 収 入 未 済 額 と し て 発 生 し て い る が 、 令 和 ３ 年 度 の

決 算 書 上 で は 収 入 未 済 額 が ０ 円 と な っ て い る 。  

・ 令 和 ３ 年 度 に 調 定 さ れ て い な か っ た 上 記 の 負 担 金 が 令 和 ４ 年 度 に

滞 納 繰 越 分 と し て 調 定 さ れ て い た 。  

・負 担 金 １ 名 分 が 令 和 ５ 年 ３ 月 分（ 令 和 ４ 年 度 分 ）に も か か わ ら ず 、

令 和 ５ 年 度 に 調 定 さ れ て い た 。 （ 令 和 ４ 年 度 は 11ヶ 月 分 し か 調 定 さ

れ て い な い 。 ）  



 

  

    ま た 、 発 行 さ れ た 納 入 通 知 書 の 件 名 は 令 和 ５ 年 ４ 月 分 と な っ て い

た 。  

・ 大 牟 田 市 老 人 福 祉 法 施 行 細 則 第 10条 第 ２ 項 で は 、 徴 収 額 の 納 期 限

は 翌 月 25日 （ そ の 日 が 休 日 又 は 土 曜 日 に 該 当 す る と き は そ の 翌 日 ）

と 規 定 さ れ て い る が 、 老 人 ホ ー ム 費 等 措 置 費 負 担 金 は 翌 々 月 の 2 5日

に 設 定 さ れ て い る 。  ※ 該 当 月 の 翌 々 月 に 調 定 し て い る 。  

 

老 人 福 祉 費 負 担 金 の う ち 、 老 人 ホ ー ム 費 負 担 金 に つ い て は 、 令 和

２ 年 第 １ 次 定 期 監 査 に お い て 、 法 令 の 規 定 に 沿 っ た 適 正 な 調 定 事 務

の 実 施 及 び 、 事 務 処 理 の 遅 延 や 漏 れ が 生 じ な い よ う 組 織 的 な チ ェ ッ

ク 体 制 の 整 備 に つ い て 個 別 指 摘 を 行 っ て い た 。  

    こ の 指 摘 に 対 し 、 令 和 ３ 年 ４ 月 ６ 日 付 の 措 置 報 告 で 、 調 定 に 関 す

る 勉 強 会 の 実 施 、 事 務 状 況 を 可 視 化 し 複 数 の 目 で チ ェ ッ ク で き る 体

制 を 整 え る 旨 の 報 告 が あ っ た 。  

    し か し な が ら 、 今 回 の 監 査 に お い て も 、 令 和 ２ 年 第 １ 次 定 期 監 査

時 と 同 様 の 事 務 処 理 誤 り が 確 認 さ れ 、 規 定 に 沿 っ た 適 正 な 調 定 事 務

の 実 施 が な さ れ て お ら ず 、 報 告 さ れ て い た 調 定 に 関 す る 勉 強 会 の 実

施 や 、 複 数 の 目 で チ ェ ッ ク で き る 体 制 の 整 備 に つ い て 、 そ の 実 行 が

確 認 で き な か っ た 。  

 

歳 入 事 務 に 関 し て は 、 各 部 局 の 経 理 担 当 課 に 決 裁 関 係 書 類 が 送 付

さ れ て い な い こ と が 多 く 、 ま た 、 基 本 的 な 歳 入 事 務 に 関 す る 知 識 が

乏 し い ま ま 事 務 に あ た り 、 滞 納 繰 越 分 に 関 し て も 、 漫 然 と 納 入 通 知

書 を 送 付 す る だ け と な っ て い る 。  

結 果 、 今 回 指 摘 し た よ う な 事 例 が 発 生 し て い る 。  

 改 め て 、老 人 福 祉 費 負 担 金 の 歳 入 事 務 に つ い て 、勉 強 会 の 実 施 や 、

複 数 の 目 で チ ェ ッ ク で き る 体 制 の 整 備 な ど を 行 い 、 事 務 処 理 誤 り の

再 発 防 止 に 努 め ら れ た い 。  

 

【 措 置 の 状 況 】  

一般 会計  

 （ 保 健 福 祉 部 ）   

  １ 老 人 福 祉 費 負 担 金                   （ 福 祉 課 ） 



 

  

収 入 の 調 定 や 納 入 通 知 書 の 発 行 、入 金 の 確 認 等 の 事 務 に つ

い て は 、財 務 会 計 シ ス テ ム の 歳 入 予 算 整 理 簿 を 基 に 複 数 人 で

確 認 を 行 っ て い き ま す 。  

予 算 上 の 年 度 の 考 え 方 や 繰 越 処 理 等 、経 理 的 な 処 理 に つ い

て は 、担 当 間 で 情 報 や 知 識 等 を 共 有 す る た め に 学 習 会 を 開 催

し ま す 。 事 務 処 理 に つ い て 入 力 方 法 、 確 認 方 法 な ど 担 当 が 替

わ っ て も 処 理 が で き る よ う に 、わ か り や す い マ ニ ュ ア ル を 整

備 し 、 引 継 ぎ な ど に つ い て も 確 実 に 徹 底 し て い き ま す 。  

ま た 、 負 担 金 の 納 期 限 に つ き ま し て は 、 大 牟 田 市 老 人 福 祉

法 施 行 細 則 の 規 定 ど お り 翌 月 ２ ５ 日 と な る よ う に 対 応 し ま

す 。  


